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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐候剤を含む第１接着層と、バリア層と、第２接着層と、光制御層とが少なくともこの
順で積層され、
　前記光制御層が、一方の表面に複数本の溝部を有する光透過部、および前記溝部内に形
成された光制御部を有するルーバー型光制御層であり、
　前記ルーバー型光制御層の前記光制御部を含む面が、前記第２接着層と貼り合わされて
いることを特徴とするウィンドウフィルム。
【請求項２】
　前記耐候剤が紫外線吸収剤を含むことを特徴とする請求項１に記載のウィンドウフィル
ム。
【請求項３】
　前記耐候剤が、前記紫外線吸収剤に加えて光酸化防止剤を含むことを特徴とする請求項
２に記載のウィンドウフィルム。
【請求項４】
　前記バリア層が、ポリエチレンテレフタレートにより形成されたものであることを特徴
とする請求項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載のウィンドウフィルム。
【請求項５】
　前記第１接着層の接着力が、前記第２接着層の接着力と同等または前記第２接着層の接
着力よりも小さいことを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれかの請求項に記載
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のウィンドウフィルム。
【請求項６】
　前記ルーバー型光制御層の、前記第２接着層が設けられた面と反対側の面に基材を有す
ることを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれかの請求項に記載のウィンドウフ
ィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐候性および耐久性に優れたウィンドウフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化等の環境問題の深刻化に伴い、省エネルギーやＣＯ２の削減を目的と
して、光制御層を有するウィンドウフィルムを利用した住宅、自動車等の空間温度調整が
進められている。
　ウィンドウフィルムとは、太陽光等の外光の入射角度に応じて選択的に光の吸収、偏光
、反射、透過等を行うことにより、室内への熱線および可視光線の入射量を調整する機能
性シートである。
【０００３】
　ウィンドウフィルムは、通常、光制御層と、上記光制御層を窓ガラス等の被着体に貼合
させるための接着層とを有する。ここで、光制御層はその形状により上述の機能が発揮さ
れることから、成型性が高く、経時による変形が生じにくい材料を用いて形成されること
が求められる。また、外光を利用して室内の照度の向上や室温の向上を図るためには、よ
り多くの量の光を室内に取り込むことが必要となり、上記光制御層は高い光透過率を有す
ることも求められる。このため、光制御層の材料としては、電離放射線硬化性樹脂が好適
とされている。しかし、上記電離放射線硬化性樹脂の構造内に有するフェニル基や、未反
応の重合性不飽和結合は、外光の紫外線を吸収しやすいことから、光制御層は光劣化が生
じやすいという欠点を有していた。一方、光制御層の劣化を防止するために紫外線吸収剤
、光安定剤等の耐候剤を含有させると、光制御層の成型の際に上記樹脂の硬化に要する紫
外線が耐候剤に吸収されてしまい、硬化反応が阻害されて光制御層を所望の形状に成型し
にくくなるという問題を有していた。
　そこで、外光の入射方向に対して窓ガラス等の内側に貼合させるウィンドウフィルムに
おいては、接着層に耐候剤を含有させて、外光に含まれる紫外線等の光制御層の劣化の要
因となる波長光を接着層において吸収することで、光制御層の劣化を防ぎ、ウィンドウフ
ィルムの耐候性の向上を図っている。
【０００４】
　なお、特許文献１には、高い保持力、耐候性および紫外線吸収能を有するウィンドウフ
ィルム用接着剤として、カルボキシル基を有する（メタ）アクリル酸エステル系共重合体
、金属キレート系架橋剤、およびトリアジン系紫外線吸収剤を含む接着剤が開示されてい
る。また、上述の組成を含む接着層と、電離放射線硬化性樹脂により形成された光制御層
とを備えるウィンドウフィルムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４８８１２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このようなウィンドウフィルムにおいては、接着層に含まれる耐候剤が隣接す
る層に移動する、いわゆるブリードアウトにより、接着層中の耐候剤の含有量が低下して
接着層自体の劣化が生じ、その結果、ウィンドウフィルムとしての耐候性および耐久性の
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向上を十分に図ることができないという問題がある。
　なお、本願明細書内において、「ブリードアウト（する）」とは、接着層に含まれる耐
候剤が隣接する他の層に移動すること、およびその現象のことをいう。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、耐候性および耐久性に優れたウィン
ドウフィルムを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、耐候剤を含む第１接着層と、バリア層と、第２
接着層と、光制御層とが少なくともこの順で積層されたことを特徴とするウィンドウフィ
ルムを提供する。
【０００９】
　本発明によれば、第１接着層と光制御層との間にバリア層を介することにより、第１接
着層に含まれる耐候剤のブリードアウトが抑制され、第１接着層の光劣化による黄変およ
び接着力の低下を防止することができる。また、第１接着層に含まれる耐候剤により紫外
線等の光制御層の劣化を生じさせる波長光が吸収されるため、上記光制御層の劣化を抑制
することができる。
【００１０】
　上記発明においては、上記耐候剤が紫外線吸収剤を含むことが好ましい。第１接着層お
よび光制御層の劣化は主に外光に含まれる紫外線により生じることから、耐候剤として紫
外線吸収剤を用いることで、ウィンドウフィルムの劣化をより効果的に防止することが可
能となるからである。
【００１１】
　上記発明の場合、上記耐候剤が、上記紫外線吸収剤に加えて光酸化防止剤を含むことが
好ましい。耐候剤として紫外線吸収剤と光酸化防止剤とを併用することで、上記光酸化防
止剤により紫外線照射時に発生するラジカルが捕捉されるため、第１接着層の酸化や結合
解裂を防止することができるからである。
【００１２】
　上記発明においては、上記バリア層が、ポリエチレンテレフタレートにより形成された
ものであることが好ましい。ポリエチレンテレフタレートにより形成されるバリア層は、
高い架橋密度を有するため、効率良く耐候剤のブリードアウトを阻止することが可能であ
り、また、安価で汎用性があるからである。
【００１３】
　上記発明においては、上記光制御層が、一方の表面に複数本の溝部を有する光透過部、
および上記溝部内に形成された光制御部を有するルーバー型光制御層であることが好まし
い。上記構造を有するルーバー型光制御層は、光制御部の材料および外光の入射角度に応
じて、入射光の拡散反射による採光量の確保、熱線の選択的透過および遮蔽等の光の制御
方法を選択することが可能であり、高機能なウィンドウフィルムとすることができるから
である。
【００１４】
　上記発明においては、上記第１接着層の接着力が、上記第２接着層の接着力と同等また
は上記第２接着層の接着力よりも小さいことが好ましい。本発明のウィンドウフィルムの
第1接着層が窓ガラス等との貼合面となることから、第２接着層においてウィンドウフィ
ルムの材料破壊を起こさずに、窓ガラス等から容易に剥離が可能となるからである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明においては、第１接着層に含まれる耐候剤により光制御層の劣化を防ぎ、また、
バリア層により上記耐候剤の隣接層へのブリードアウトが抑制されるため、第１接着層の
劣化も防ぐことができることから、高い耐候性および耐久性を有するウィンドウフィルム
とすることができるという効果を奏する。



(4) JP 5794369 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明のウィンドウフィルムの一例を示す概略断面図である。
【図２】ルーバー型光制御層の一例を示す概略斜視図および断面図である。
【図３】光制御部が熱線吸収部であるルーバー型光制御層を備えた本発明のウィンドウフ
ィルム内における光の透過経路を説明するための説明図である。
【図４】光制御部の縦断面形状の一例を示す概略断面図である。
【図５】本発明のウィンドウフィルムの他の例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明のウィンドウフィルムについて詳細に説明する。
【００１８】
　本発明のウィンドウフィルムは、耐候剤を含む第１接着層と、バリア層と、第２接着層
と、光制御層とが少なくともこの順で積層されたことを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明のウィンドウフィルムについて、図を参照して説明する。図１は本発明のウィン
ドウフィルムの一例を示す概略断面図である。本発明のウィンドウフィルム１０は、耐候
剤を含む第１接着層１と、バリア層２と、第２接着層３と、光制御層４とが少なくともこ
の順で積層されたものである。本発明のウィンドウフィルム１０は、通常、第１接着層１
が光制御層４よりも外光の光源側（図１中のＬの方向）に配置されるようにして、窓ガラ
ス等の被着体に貼合して用いられる。
【００２０】
　上述したように、室内への外光の選択的取り込みを可能とするウィンドウフィルムにお
いて、光制御層の成型性および光透過性を高いものとするために、上記光制御層には成型
性の低下の要因となる耐候剤を添加せず、代わりに耐候剤を含む接着層を光制御層よりも
外光の光源側に設けることで、紫外線等を先に接着層において吸収させて光制御層の劣化
の防止を図ることが検討されている。また、接着層は耐候剤を含むことから、接着層自体
の耐候性の向上も図ることが可能となる。しかし、このようなウィンドウフィルムであっ
ても、経時による劣化が生じることで長期にわたりその機能を保持できず、耐候性および
耐久性に劣るという問題がある。
　上記問題の原因について本発明者等が鋭意検討したところ、上述のウィンドウフィルム
において、接着層に含まれる耐候剤が経時によりブリードアウトすることが原因であると
知得した。すなわち、上記耐候剤のブリードアウトにより接着層中の耐候剤の含有量が低
下してしまうため、上記接着層自体の光劣化が生じ、結果としてウィンドウフィルム全体
としての耐候性および耐久性を低下させていることを見出した。
　これに対し、本発明によれば、第１接着層と光制御層との間にバリア層を介することに
より、第１接着層に含まれる耐候剤のブリードアウトが抑制されるため、経時による第１
接着層内の耐候剤の含有量の低下を防ぐことが可能である。このため、第１接着層の光劣
化を防止することができる。また、第１接着層に含まれる耐候剤により紫外線等の光制御
層の劣化を生じさせる波長光が十分に吸収されるため、上記光制御層についても、上記光
制御層に耐候剤を添加しなくてもその劣化を抑制することができる。すなわち、ウィンド
ウフィルム全体としての耐候性および耐久性の向上を図ることが可能となる。
【００２１】
　以下、本発明のウィンドウフィルムの各部位について、詳細に説明する。
【００２２】
１．第１接着層
　本発明における第１接着層は、耐候剤を含むものである。
【００２３】
（１）耐候剤
　第１接着層に含有される耐候剤としては、光制御層の劣化の原因となる波長光を吸収す
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ることが可能なものや、光照射により第１接着層の樹脂の分子鎖が切断される際に生じる
ラジカルを補捉することが可能なもの等であればよく、紫外線吸収剤、光酸化防止剤等が
挙げられる。光酸化防止剤としては、光安定剤、酸化防止剤等が挙げられる。
　本発明においては、耐候剤が紫外線吸収剤を含むことが好ましい。
【００２４】
　紫外線吸収剤としては、所望の波長の紫外線を吸収できるものであれば特に限定される
ものではない。このような紫外線吸収材料としては、例えば有機系紫外線吸収剤、および
反応性紫外線吸収剤を挙げることができる。
【００２５】
　上記有機系紫外線吸収剤としては、ベンゾフェノン系、べンゾトリアゾール系、サリシ
レート系、フェニルサリシレート系、シアノアクリレート系、ベンゾエート系、ベンゾオ
キサジノン系、トリアジン系、ヒドロキシフェニルトリアジン系、置換アクリロニトリル
系、ニッケルキレート系、ヒンダートアミン系等が挙げられる。
【００２６】
　上記反応性紫外線吸収剤としては、上述の有機系紫外線吸収剤に、例えばビニル基、ア
クリロイル基、メタクロイル基等の付加重合性二重結合、あるいはアルコール性水酸基、
アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、イソシアネート基等を導入したものを樹脂バイ
ンダに反応固定したものが挙げられる。反応固定する方法としては、従来公知のモノマー
、オリゴマー、または反応性重合体の樹脂成分と、上記の付加重合性二重結合を有する反
応性紫外線吸収剤とをラジカル重合することにより共重合体とすることができる。また、
反応性紫外線吸収剤が、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エボキシ基、イソシアネー
ト基等の反応性基を有する場合には、上記の反応性基と反応性を有する熱可塑性樹脂を使
用し、必要に応じて触媒を用いて、熱等によって反応性紫外線吸収剤を熱可塑性樹脂に反
応固定することができる。
【００２７】
　光安定剤としては、例えばヒンダードアミン系、ニッケル錯体系等の光安定剤を用いる
ことができる。これらの光安定剤の具体例としては、例えば光学フィルム等の高い光透過
性が求められる部材における接着層に使用されるものが挙げられる。ヒンダードアミン系
光安定剤としては、具体的には、Ｔｉｎｕｖｉｎ １１１ＦＤＬ、Ｔｉｎｕｖｉｎ １２３
、Ｔｉｎｕｖｉｎ １４４、Ｔｉｎｕｖｉｎ １５２、Ｔｉｎｕｖｉｎ ２９２、Ｔｉｎｕ
ｖｉｎ ５１００（以上、ＢＡＳＦ社製）、Ｖｉｏｓｏｒｂ ７７０、Ｖｉｏｓｏｒｂ ６
２２、Ｖｉｏｓｏｒｂ７６５（以上、共同薬品社製）等が挙げられる。
　また、光安定剤として、分子内に（メタ）アクリロイル基等の反応性官能基を有する反
応性光安定剤を用いてもよい。具体的には１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペ
リジニルメタクリレート（製品名：サノールＬＳ－３４１０　日本乳化剤株式会社製）等
が挙げられる。
【００２８】
　酸化防止剤としては、例えばヒンダードフェノール系等の酸化防止剤を用いることがで
きる。具体的には、ＩＲＧＡＮＯＸ １０３５、ＩＲＧＡＮＯＸ ３１１４（以上、チバス
ペシャリティケミカルズ社製）等が挙げられる。
【００２９】
　本発明においては、耐候剤が紫外線吸収剤を含むことが好ましい。第１接着層および光
制御層の劣化は、主に外光に含まれる紫外線により生じることから、耐候剤として紫外線
吸収剤を用いることで、ウィンドウフィルムの劣化をより効果的に防止することが可能と
なるからである。
　第１接着層における紫外線吸収剤（固形分）の含有量としては、後述する接着剤１００
質量部に対して０．１質量部～４０質量部の範囲内であることが好ましく、中でも１質量
部～３０質量部の範囲内であることが好ましい。接着剤１００質量部に対する紫外線吸収
剤の含有量が上記範囲よりも多いと、例えば耐候剤としてベンゾトリアゾール系紫外線吸
収剤を用いる場合において、第１接着層が着色を帯びてしまい、ウィンドウフィルム全体
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としての外観上の問題が生じる可能性がある。一方、紫外線吸収剤の含有量が上記範囲よ
りも少ないと、紫外線等の光制御層の劣化原因となる波長光を第１接着層において十分に
吸収しきれず、光制御層の劣化が生じる場合がある。
【００３０】
　本発明においては、上記耐候剤が紫外線吸収剤のみを含んでいてもよいが、上記耐候剤
が、紫外線吸収剤に加えて光酸化防止剤を含むことがより好ましい。耐候剤として紫外線
吸収剤と光酸化防止剤とを併用することにより、紫外線照射時に発生するラジカルが光酸
化防止剤により捕捉されるため、第１接着層の酸化や結合解裂を防止することができるか
らである。
　耐候剤が、紫外線吸収剤に加えて光酸化防止剤を含む場合の、第１接着層における上記
光酸化防止剤（固形分）の含有量としては、接着剤１００質量部に対して０．１質量部～
４０質量部の範囲内であることが好ましく、中でも１質量部～３０質量部の範囲内である
ことが好ましい。接着剤１００質量部に対する光酸化防止剤の含有量が上記範囲よりも大
きいと、第１接着層を形成する接着剤の溶解性の観点から、第１接着層の硬化不良を起こ
す場合があり、一方、上記範囲よりも小さいと、光酸化防止剤を添加することによる効果
が発揮されない場合がある。
　なお、上記耐候剤が紫外線吸収剤に加えて光酸化防止剤を含むとは、紫外線吸収剤に加
えて、光酸化防止剤として光安定剤および酸化防止剤の少なくとも一方を含むことをいい
、光安定剤および酸化防止剤の両方を含んでいてもよい。光酸化防止剤として光安定剤お
よび酸化防止剤の両方含む場合は、光安定剤および酸化防止剤の各含有量の総量が上記範
囲内となる。
【００３１】
（２）接着剤
　第１接着層に用いられる接着剤としては、第１接着層が所望の接着力を示し、高い光透
過性を有することが可能な材料であれば特に限定されるものではない。このような接着剤
としては、例えばアクリル系接着剤、シリコン系接着剤、エステル系接着剤、ウレタン系
接着剤、フッ素系接着剤、ポリイミド系接着剤、エポキシ系接着剤、ポリウレタンエステ
ル系接着剤、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤、天然ゴム系接着剤等が挙げられる
。中でも透明性、耐久性、耐熱性に優れ、低コストであることから、アクリル系接着剤が
好ましい。アクリル系接着剤としては、例えばアクリル酸エステルと他の単量体とを共重
合させたアクリル酸エステル共重合体を挙げることができる。
【００３２】
　上記アクリル酸エステルとしては、例えばアクリル酸エチル、アクリル酸－ｎ－ブチル
、アクリル酸－２－エチルヘキシル、アクリル酸イソオクチル、アクリル酸イソノニル、
アクリル酸ヒドロキシルエチル、アクリル酸プロピレングリコール、アクリルアミド、ア
クリル酸グリシジル等を挙げることができる。中でも被着体である窓ガラス等に対して良
好な貼合性を示すことから、アクリル酸エチル、アクリル酸－ｎ－ブチル、アクリル酸－
２－エチルヘキシル等が好ましい。また、上記アクリル酸エステルは、単独で用いられて
もよく、複数が混合されて用いられてもよい。
【００３３】
　上記他の単量体としては、例えばアクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、スチレン、
アクリロニトリル、酢酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、アクリル酸ヒ
ドロキシルエチル、メタクリル酸ヒドロキシルエチル、アクリル酸プロピレングリコール
、アクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル
、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸－ｔｅｒｔ－ブチルアミノエチル、
メタクリル酸－ｎ－エチルヘキシル等を挙げることができる。中でもメタクリル酸－ｎ－
エチルヘキシルが好ましい。また、上記他の単量体は、単独で用いられてもよく、複数が
混合されて用いられてもよい。
【００３４】
（３）その他の添加剤
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　第１接着層は、上述の材料の他に添加剤を含むものであってもよい。添加剤としては、
例えば架橋剤、シランカップリング剤、接着付与剤、充填剤、レベリング剤等が挙げられ
る。架橋剤としては、例えばイソシアネート系、金属キレート系、エポキシ系、およびメ
ラミン系が挙げられる。
【００３５】
（４）第１接着層
　第１接着層の膜厚としては、上述した所望の量の耐候剤を含むことが可能な大きさであ
ればよく、例えば１０μｍ～８０μｍの範囲内、中でも１５μｍ～６０μｍの範囲内、特
に２０μｍ～４０μｍの範囲内であることが好ましい。第１接着層の膜厚が上記範囲より
も大きいと、ウィンドウフィルムの光透過性の低下、ヘイズの上昇による外観不良等を生
じる場合があり、また、施工上好ましくない場合がある。一方、上記膜厚が上記範囲より
も小さいと、所望の量の耐候剤を含むことができない場合や、所望の接着力が得られず、
ウィンドウフィルムとしての性能を担保できない場合がある。
【００３６】
　第１接着層の接着力としては、４Ｎ／２５ｍｍ～３０Ｎ／２５ｍｍの範囲内、中でも４
Ｎ／２５ｍｍ～２５Ｎ／２５ｍｍの範囲内、特に４Ｎ／２５ｍｍ～２０Ｎ／２５ｍｍの範
囲内であることが好ましい。第１接着層の接着力が上記範囲内であることにより、本発明
のウィンドウフィルムを窓ガラス等の被着体に安定的に貼合させることができ、また、上
記ウィンドウフィルムを剥がす際に上記被着体に糊残り等が生じることなく剥がすことが
可能となるからである。
　なお、上記接着力は、ＪＩＳ　Ｚ０２３７準拠した方法で、２５ｍｍ幅のサンプル（被
着体：青板ガラス、３ｍｍ厚）について、１８０°引き剥がし法（３００ｍｍ／ｍｉｎ）
により測定される値である。
【００３７】
　またこのとき、第１接着層の接着力は、後述する第２接着層の接着力と同等または第２
接着層の接着力よりも小さいことが好ましい。第２接着層はバリア層と光制御層等とを貼
合させるものであり、第１接着層の接着力が第２接着層の接着力よりも大きいと、窓ガラ
ス等の被着体に貼合された本発明のウィンドウフィルムを剥がす際に、第２接着層とバリ
ア層との層間で材料破壊が生じることで、上記被着体の表面にウィンドウフィルムの一部
が糊残りする場合があるからである。
　なお、第２接着層の接着力についての詳細は、後で説明する。
【００３８】
　第１接着層の形成方法としては、所望の膜厚で形成できれば特に限定されないが、例え
ば、上述の材料を所望の溶媒に溶かした第１接着層形成用塗布液を用いてバリア層の一方
の表面に塗布し、加熱により塗工膜を硬化させる方法を用いることができる。中でも接着
層内の架橋の促進を図るために、熱硬化後にエージング処理を行うことが好ましい。
　上記第１接着層形成用塗布液を塗布する方法としては、例えば、ナイフコーター、アプ
リケーターコーター、ダイコーター、コンマコーター、グラビアコーター、ロールコータ
ー等によるコーティング法が挙げられる。
【００３９】
２．バリア層
　本発明におけるバリア層は、耐候剤を含む第１接着層と第２接着層との間に有するもの
である。
　上記バリア層により、第１接着層からの耐候剤のブリードアウトを防ぐことができる。
【００４０】
　バリア層としては、高い光透過性を有し、耐候剤がブリードアウトしにくい層構造を有
するものであればよく、例えば樹脂材料から形成される層が好ましい。なお、樹脂材料か
ら形成されるバリア層において、ブリードアウトしにくい層構造とは、層内における樹脂
の架橋密度が高いことをいう。
　バリア層としては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフ
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タレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエ
ーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレン（ＰＥ）
、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエーテルイミ
ド（ＰＥＩ）、セルローストリアセテート（ＣＴＡ）、環状ポリオレフィン（ＣＯＰ）、
ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリサルフォン（ＰＳＦ）、ポリアミドイミド
（ＰＡＩ）、アクリル樹脂、アクリルポリオール樹脂、アクリル・ウレタン共重合体、ア
クリルポリオール・イソシアネート共重合体、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、ポリ塩化ビ
ニル樹脂、フッ素樹脂、イソシアネート等からなるシートまたはフィルムが挙げられる。
　中でもバリア層が、ＰＥＴにより形成されたものであることであることが好ましい。Ｐ
ＥＴにより形成されるバリア層は、高い架橋密度を有するため、効率良く耐候剤のブリー
ドアウトを阻止することが可能であり、また、安価で汎用性があるからである。
【００４１】
　また、バリア層は、上述の樹脂材料から成る樹脂層のほか、樹脂層上に透明な無機材料
から成る透明無機化合物層を備えるものであってもよい。透明無機化合物層は、高い層密
度を有することから、薄膜であっても高効率でブリードアウトを阻止することが可能であ
るからである。
　上記透明無機化合物層の材料としては、高い光透過性を有するものであればよく、例え
ばＳｉ、Ａｌ、Ｔｉ等の無機酸化物、無機窒化物、無機炭化物、無機酸化炭化物、無機窒
化炭化物、無機酸化窒化物、無機酸化窒化炭化物等が挙げられる。
【００４２】
　バリア層は、第１接着層からの耐候剤のブリードアウトを十分に抑制可能な程度に薄膜
であることが好ましい。ブリードアウト層の膜厚としては、例えば１０μｍ～７０μｍの
範囲内、中でも１２μｍ～５０μｍの範囲内、特に１６μｍ～２５μｍの範囲内であるこ
とが好ましい。バリア層の膜厚が上記範囲よりも大きいと、ウィンドウフィルムの光透過
性の低下、ヘイズの上昇による外観不良等を生じる場合があり、また、施工上好ましくな
い場合がある。一方、上記範囲よりも小さいと、耐候剤がバリア層を介して滲出する場合
や、ウィンドウフィルムのコシが弱く、製造時にしわ等が入りやすくなり外観が損なわれ
る場合がある。
【００４３】
３．第２接着層
　本発明における第２接着層は、バリア層と、光制御層との間に有するものである。
【００４４】
　第２接着層に用いられる接着剤としては、上述した「１．第１接着層」の項で説明した
接着剤と同様とすることができるが、中でもアクリル系接着剤が好ましい。
　また、第２接着層に用いられる接着剤は、第１接着層に用いられる接着剤と同じであっ
てもよく、異なっても良い。
【００４５】
　第２接着層は、光制御層へのブリードアウトを防止する観点から、通常、「１．第１接
着層」の項で説明した耐候剤を含有しないものであるが、含有してもよい。また、第２接
着層は、耐候剤の他に必要に応じて適宜添加剤を含むものであってもよい。第２接着層に
含有される耐候剤および添加剤については、「１．第１接着層」の項で説明したものと同
様とする。
【００４６】
　第２接着層の膜厚としては、バリア層と光制御層とを十分な接着力で貼合させることが
でき、且つ、本発明のウィンドウフィルムが所望の光透過性を有することが可能な薄さを
有することが好ましい。例えば１０μｍ～５０μｍの範囲内、中でも１０μｍ～４０μｍ
の範囲内、特に１０μｍ～３０μｍの範囲内であることが好ましい。
　第２接着層の膜厚が上記範囲よりも大きいと、本発明のウィンドウフィルムの光透過性
が低下する場合があり、一方、上記範囲よりも小さいと、バリア層と光制御層とを十分に
貼合させることができず、本発明のウィンドウフィルムの機械的強度が低下する場合があ
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る。
　なお、第２接着層の膜厚は、第１接着層の膜厚と同等であってもよく、第１接着層の膜
厚よりも小さくてもよい。
【００４７】
　第２接着層の接着力としては、光制御層とバリア層とを十分に貼合させ、剥離しにくく
することが可能な強度であればよく、例えば２０Ｎ／２５ｍｍ以上であることが好ましい
。第２接着層の接着力が上記範囲内であることにより、本発明のウィンドウフィルムにお
いて、光制御層とバリア層とが十分に貼合されるため、層間において剥離による材料破壊
等が生じにくいものとすることができる。
　なお、上記接着力の測定方法については「１．第１接着層」の項で説明した方法と同様
である。
【００４８】
　第２接着層の形成方法としては、所望の膜厚で形成できれば特に限定されないが、上述
した第１接着層の形成方法と同様の方法を用いることが好ましい。
【００４９】
４．光制御層
　本発明における光制御層は、第２接着層と積層されるものである。
　なお、本発明において光制御層は、上述した理由から、耐候剤を通常含まないものであ
るが、光制御層の形成を阻害しない程度に耐候剤を含んでいてもよい。
【００５０】
　本発明における光制御層は、熱線および可視光線を選択的に透過することが可能な構造
を有するものであればよく、例えばルーバー型、プリズム型等が挙げられる。中でもルー
バー型光制御層が好ましい。外光の入射角度に応じて、入射光の反射による採光量の確保
、熱線の選択的透過および遮蔽等を行うことが可能だからである。
　以下、ルーバー型光制御層と、その他の光制御層とに分けて説明する。
【００５１】
（１）ルーバー型光制御層
　本発明におけるルーバー型光制御層とは、一方の表面に複数本の溝部を有する光透過部
、および上記溝部内に形成された光制御部を有するものである。
【００５２】
　上記ルーバー型光制御層について図を参照して説明する。図２(ａ)は本発明におけるル
ーバー型光制御層の一例を示す概略斜視図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）のＸ－Ｘ線縦
断面図である。図２で示すように、ルーバー型光制御層４Ａは、光透過部１１に直線かつ
並列に複数本の溝部１３が形成され、上記溝部１３内に光制御部１２を有するものである
。
【００５３】
　ルーバー型光制御層では、光制御部の材料に応じて光の制御方法を選択することが可能
となる。例えば、光制御部を、光透過部よりも低屈折率を示す樹脂材料から成る低屈折率
部とすることにより、光透過部と光制御部との界面において、屈折率の違いによる光の全
反射を生じさせることで、反射光を利用した採光量の増加を図ることができる。また、光
制御部を、熱線吸収粒子を含む材料から成る熱線吸収部とすることにより、熱線の透過お
よび遮蔽を選択的に行うことができる。さらに、光制御部を、隠蔽性を示す材料から成る
光拡散部とすることにより、光制御部と光透過部との界面において光を拡散反射させて室
内への採光量の増加を図ることができる。
【００５４】
　図３は、光制御部が熱線吸収部であるルーバー型光制御層を備えた本発明のウィンドウ
フィルム内における光の透過経路を説明するための説明図である。図３中の符号について
は図１および図２で説明したものと同様とする。例えば図３（ａ）で示すように、太陽高
度が高い夏季では、窓ガラス１００に対する太陽光Ｌの入射角度θは大きくなるため、太
陽光Ｌは熱線吸収部１２ａの側面から多く入射される。このとき、可視光線は熱線吸収部
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１２ａを透過して室内に取り込まれ、一方で、熱線は熱線吸収部１２ａにおいて吸収され
るため室内側への取り込みが遮蔽される。すなわち、夏季においては、可視光線を利用し
て室内の照度を確保すると共に、熱線による室内温度の上昇を抑制することができる。
　一方、図３（ｂ）示すように、太陽高度が低い冬季では、窓ガラス１００に対する太陽
光Ｌの入射角度θが小さくなり、窓ガラス１００の面に対して垂直に近い角度から入射さ
れる。このため、図３（ａ）で示した夏季の場合に比べて、熱線吸収部１２ａよりも光透
過部１１へ入射する太陽光Ｌの割合が増加する。光透過部１１は熱線も透過するため、可
視光線と熱線との両方を室内に取り込むことができる。すなわち冬季においては、可視光
線を利用して室内の照度の確保と、熱線による室内温度の上昇との両方を図ることが可能
となる。
【００５５】
　以下、ルーバー型光制御層の各構成について説明する。
【００５６】
（ａ）光透過部
　光透過部の材料としては、電離放射線硬化性樹脂であることが好ましい。上記電離放射
線硬化性樹脂としては、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、可視光線硬化性樹脂、近
赤外線硬化性樹脂等が挙げられるが、中でも、紫外線硬化性樹脂および電子線硬化性樹脂
が好ましい。
　上記紫外線硬化性樹脂および電子線硬化性樹脂としては、従来から慣用されている重合
性オリゴマーないしはプレポリマーの中から適宜選択して用いることができる。例えば、
重合性オリゴマーないしはプレポリマー、中でも多官能の重合性オリゴマーないしはプレ
ポリマーが挙げられる。重合性オリゴマーないしはプレポリマーとしては、分子中にラジ
カル重合性不飽和基を持つオリゴマーやプレポリマー、例えば、エポキシ（メタ）アクリ
レート系、ウレタン（メタ）アクリレート系、ポリエーテル系のウレタン（メタ）アクリ
レート、カプロラクトン系ウレタン（メタ）アクリレート、ポリエステル（メタ）アクリ
レート系、ポリエーテル（メタ）アクリレート系のオリゴマーやプレポリマー、エチレン
オキシド（ＥＯ）変性、プロピレンオキシド（ＰＯ）変性、プロポキシ化エトキシ化等の
変性ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート等が挙げられる。これらは単独で用いても
よく、２種類以上を併用してもよい。なお、「（メタ）アクリレート」とは、「アクリレ
ートまたはメタクリレート」を意味する。
【００５７】
　上記光透過部に用いられる材料として多官能のウレタン（メタ）アクリレートを用いる
場合、粘度調整等の目的でメチル（メタ）アクリレート等の単官能性（メタ）アクリレー
トを希釈剤として併用することができる。上記単官能性（メタ）アクリレートは１種を単
独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよく、低分子量の多官能性（メタ）
アクリレートを併用してもよい。
【００５８】
　また、上記光透過部の材料として紫外線硬化性樹脂を用いる場合には、光重合開始剤を
併用することが好ましい。上記光重合開始剤の種類としては、従来慣用されているものを
用いることができる。上記光透過部における光重合開始剤の含有率としては、紫外線硬化
性樹脂１００質量部に対して、０．１質量部～５質量部程度の範囲内であることが好まし
い。
【００５９】
　光透過部は、上述の樹脂の他に、任意の添加剤を含有していてもよい。任意の添加剤と
しては、例えば離型剤、重合禁止剤、架橋剤、酸化防止剤、可塑剤、消泡剤、充填剤等が
挙げられる。なお、本発明において、上記光透過部は、耐候剤としての紫外線吸収剤、光
安定剤を通常含まないが、光透過部の形成を阻害しない程度に含んでいてもよい。
【００６０】
　光透過部の厚さは、溝部の高さに応じて適宜選択されるものであるが、例えば１０μｍ
～３００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも２５μｍ～２５０μｍの範囲内であ
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ることが好ましく、特に５０μｍ～２００μｍの範囲内であることが好ましい。光透過部
の厚さが上記範囲よりも大きいと、光透過部において入射光が吸収されることにより室内
側への出射光量が減少し、本発明のウィンドウフィルムの視認性が低下する場合があり、
一方、上記範囲よりも小さいと、溝部を所望の形状とすることが困難になる場合がある。
　なお、光透過部の厚さは、すなわちルーバー型光制御層の厚さであり、図２（ｂ）にお
いてＴ１で示される部分である。
【００６１】
　光透過部の有する溝部の縦断面形状等については、後述する光制御部の縦断面形状等と
同様であるため、この項での説明は省略する。
【００６２】
　光透過部の屈折率としては、光制御部の種類に応じて適宜選択されるが、例えば１．４
０～１．８０の範囲内、中でも１．４５～１．７０の範囲内、特に１．５０～１．６５の
範囲内であることが好ましい。
　なお、光透過部の屈折率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１４２に規定された屈折率の測定方法に従
い、アッベ屈折計（（株）アタゴ社製）を用いて、温度２３℃の条件下で、測定波長５８
９ｎｍのナトリウム光源を用いて測定された値である。以下の説明における屈折率の測定
方法については、この方法により測定されるものとする。
【００６３】
　また、光透過部の可視光線透過率は７０％以上であることが好ましく、中でも８０％以
上であることが好ましく、特に９０％以上であることが好ましい。光透過部が上記の可視
光線透過率を有することにより、光透過部における入射光の吸収による室内側への出射光
量の減少が抑制され、本発明のウィンドウフィルムの視認性を向上させることができる。
　なお、上記可視光線透過率は、分光光度計（（株）島津製作所製　ＵＶ－２４５０、Ｊ
ＩＳ　Ｋ　０１１５準拠品）を用い、ＰＥＴフィルム（品番：コスモシャインＡ４３００
、膜厚１００μｍ、東洋紡績製）上に形成された膜厚１０μｍの光透過部に対し、測定波
長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内で測定された値である。
【００６４】
（ｂ）光制御部
　光制御部は、光透過部の溝部内に形成されるものである。すなわち光制御部と溝部とは
、通常、同形状となる。また、光制御部は、構成材料に応じてその機能を選択することが
できる。
　以下、想定される光制御部の例について説明する。
【００６５】
（ｉ）低屈折率部
　低屈折率部は、光透過部よりも低屈折率を示す樹脂材料から成るものである。光制御部
を低屈折率部とすることにより、光透過部と光制御部との界面において屈折率の違いによ
る光の全反射を生じさせることができ、反射光を利用した採光量の増加を図ることができ
る。
【００６６】
　低屈折率部の材料としては、光透過部よりも屈折率の低い透明樹脂であればよく、上述
の「（ａ）光透過部」の項で説明した紫外線硬化性樹脂および電子線硬化性樹脂を用いる
ことができる。
【００６７】
　また、紫外線硬化性樹脂を用いる場合には、光重合開始剤を併用することが好ましい。
上記光重合開始剤の種類としては、従来慣用されているものを用いることができる。光重
合開始剤の含有率としては、紫外線硬化性樹脂１００質量部に対して、０．１質量部～５
質量部程度の範囲内であることが好ましい。
【００６８】
　また、上記低屈折率部は、他の任意の材料を含んでいても良いが、形状安定性の観点か
ら紫外線吸収剤、光安定剤については含まないことが好ましい。
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【００６９】
　低屈折率部の屈折率としては、光透過部の屈折率よりも低ければよく、例えば１．４０
～１．５５の範囲内であることが好ましい。
【００７０】
　低屈折率部は所望の可視光線透過率を有することが好ましい。具体的には、上述した光
透過部の可視光線透過率と同様であるため、ここでの記載は省略する。
【００７１】
（ｉｉ）熱線吸収部
　熱線吸収部は、熱線吸収剤として熱線吸収粒子を含む材料から成るものである。光制御
部を熱線吸収部とすることにより、熱線の透過および遮蔽を選択的に行うことができる。
【００７２】
（熱線吸収粒子）
　上記熱線吸収粒子は、可視光線を透過し熱線を吸収するもの、すなわち、赤外光領域に
吸収特性を有し、且つ、可視光領域に透過特性を有する粒子であればよく、可視光線透過
率が５０％以上、中でも６０％以上、特に７０％以上を示すものが好ましい。また、赤外
線吸収率が５０％以上であることが好ましく、中でも６０％以上であることが好ましく、
特に７０％以上であることが好ましい。
　なお、上記可視光線透過率は、後述する実施例で用いられるバインダ樹脂９５質量％に
熱線吸収粒子を５質量％含有させて全体量を１００質量％とした熱線吸収部形成用組成物
を、東洋紡績製ＰＥＴフィルム（商品名：コスモシャインＡ４３００、膜厚１００μｍ）
の上に膜厚１μｍで塗布し、分光光度計（（株）島津製作所製　ＵＶ－２４５０、ＪＩＳ
　Ｋ　０１１５準拠品）を用いて、測定波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内で測定した
時の、各波長における可視光線透過率の平均値である。
　また、上記赤外線吸収率は、上述した可視光線透過率の測定と同様のサンプルおよび測
定方法を用い、測定波長７８０ｎｍ～２５００ｎｍの範囲内で測定したときの、各波長に
おける赤外線吸収率の平均値である。
【００７３】
　また、上記熱線吸収粒子としては、無機ナノ粒子を用いることができ、具体的にはアン
チモン錫酸化物（ＡＴＯ）、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、六ホウ化ランタン（ＬａＢ

６）、アルミニウムドープ酸化亜鉛、インジウムドープ酸化亜鉛、ガリウムドープ酸化亜
鉛、酸化タングステン、六ホウ化セリウム、無水アンチモン酸亜鉛および硫化銅またはそ
れらの混合物のナノ粒子等を用いることができる。中でもアンチモン錫酸化物（ＡＴＯ）
、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、六ホウ化ランタン（ＬａＢ６）、またはこれらの混合
物を用いることが好ましい。
　上記熱線吸収粒子は透明であってもよく、透明でないものであってもよいが、透明であ
ることが好ましい。
【００７４】
　熱線吸収粒子はナノ微粒子であることが好ましく、その平均粒径（Ｄ５０）としては、
例えば１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲内、中でも、２０ｎｍ～１５０ｎｍの範囲内、特に３
０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内であることが好ましい。熱線吸収粒子の平均粒径が上記範囲
よりも大きいと、ヘイズが発生して本発明のウィンドウフィルムの透明性が低下する場合
があり、一方、上記範囲よりも小さいと、熱線を十分に吸収できない場合がある。
　なお、上記平均粒径は、熱線吸収粒子の粒子を電子顕微鏡で観察し、算術平均により求
めた値である。
【００７５】
（バインダ樹脂）
　熱線吸収部は、上述した熱線吸収粒子の他に、少なくともバインダ樹脂を有することが
好ましい。バインダ樹脂は、電離放射線の照射により硬化し得る材料であれば特に限定さ
れるものではない。なお、電離放射線とは、電磁波が有する量子エネルギーで区分するこ
ともあるが、本発明では、すべての紫外線（ＵＶ－Ａ、ＵＶ－Ｂ、ＵＶ－Ｃ）、可視光線



(13) JP 5794369 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

、γ線、Ｘ線、電子線、活性エネルギー線等を意味する。中でも汎用性が高いことから紫
外線が好ましい。
【００７６】
　バインダ樹脂の材料としては、構造中にラジカル重合性の活性基を有するモノマー、オ
リゴマー、プレポリマーまたはポリマーを主成分として重合された電離放射線硬化性樹脂
であることが好ましく、上記電離放射線硬化性樹脂としては、紫外線硬化性樹脂、電子線
硬化性樹脂、可視光線硬化性樹脂、近赤外線硬化性樹脂等が挙げられる。中でも、紫外線
硬化性樹脂および電子線硬化性樹脂を用いることが好ましい。具体的には、エポキシアク
リレート系、ウレタンアクリレート系、ポリエーテルアクリレート系、ポリエステルアク
リレート系、ポリチオール系等の反応性オリゴマー、ビニルピロリドン、２－エチルヘキ
シルアクリレート、β－ヒドロキシアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリテート
、多官能（メタ）アクリレート等の多官能化合物等の反応性のモノマー等が挙げられる。
【００７７】
　また、バインダ樹脂には光重合開始剤が含まれることが好ましい。波長３００ｎｍ～４
００ｎｍの紫外線等を照射してバインダ樹脂を硬化させることができるからである。上記
光重合開始剤としては、照射する電離放射線の種類に応じて適宜選択でき、例えば、ケト
ン系やアセトフェノン系の光重合開始剤、具体的には、サンドレー１０００、Ｄａｒｏｃ
ｕｒｅ１１６３、Ｄａｒｏｃｕｒｅ１１７３、Ｉｒｇａｃｕｒｅ１８３、Ｉｒｇａｃｕｒ
ｅ６５１等を用いることができる。なお、上記光重合開始剤の含有率としては、バインダ
樹脂の量に応じて適宜調整することができ、例えば、バインダ樹脂１００質量部に対して
、０．１質量部～５質量部程度の範囲内であることが好ましい。
【００７８】
　熱線吸収部におけるバインダ樹脂は、可視光線の屈折率が小さいことが好ましい。上述
した熱線吸収粒子は可視光線の屈折率が大きいため、バインダ樹脂の屈折率を小さくする
ことで、熱線吸収部全体の上記屈折率を調整することができるからである。
【００７９】
　熱線吸収部におけるバインダ樹脂の含有率としては、熱線吸収部の全質量（１００質量
％）に対して４０質量％～９８質量％の範囲内、中でも５０質量％～９５質量％の範囲内
であることが好ましい。バインダ樹脂の含有率が上記範囲よりも多いと、熱線吸収粒子の
濃度が薄くなり熱線を十分に吸収できない場合があり、一方、上記範囲よりも少ないと、
光透過部との密着性に劣る場合がある。
【００８０】
（熱線吸収部）
　熱線吸収部は、上述した熱線吸収粒子およびバインダ樹脂の他に、光開始剤等を含むも
のであってもよいが、紫外線吸収剤、光安定剤については形状安定性の観点から含まない
ことが好ましい。
【００８１】
　熱線吸収部は所望の可視光線透過率および赤外線吸収率を有することが好ましい。具体
的には、上述した熱線吸収粒子の可視光線透過率および赤外線吸収率と同様であるため、
ここでの記載は省略する。
【００８２】
　また、熱線吸収部は可視光線に対して所望の屈折率を有することが好ましく、中でも光
透過部における可視光線に対する屈折率との差が小さいことが好ましい。光制御部と光透
過部との屈折率差が大きいと、ウィンドウフィルムに映る像の上下方向に平行な複数のス
ジが入り、上記スジの入った方向に対して像の色が分解した虹状の不鮮明な像（以下、「
多重像」と称する。）となり、高い視認性が得られない場合がある。これは、光制御部お
よび光透過部を透過した可視光線と、光透過部のみを透過した可視光線との出射光の拡散
に偏りが生じるためである。
　熱線吸収部の上記屈折率としては、具体的には１．４０～１．８０の範囲内、中でも１
．４５～１．７０の範囲内、特に１．５０～１．６５の範囲内であることが好ましい。ま
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た、上記光透過部と上記熱線吸収部との屈折率差が０．０２５以下、中でも０．０１５以
下であることが好ましい。
【００８３】
（ｉｉｉ）光拡散部
　光拡散部は、隠蔽性を示す材料から成るものである。光制御部を光拡散部とすることに
より、光制御部と光透過部との界面において光を拡散反射させて室内への採光量の増加を
図ることができる。
【００８４】
　上記光拡散部の材料としては、隠蔽性のあるものが好ましく、例えば白色顔料、銀色顔
料等が挙げられる。白色顔料としては、例えば酸化チタン、二酸化チタン、酸化マグネシ
ウム、酸化亜鉛等の金属酸化物が挙げられる。銀色顔料としては、例えばアルミニウム、
クロム等の金属が挙げられる。
　また、上記光拡散部は、必要に応じて他の任意の材料を含んでも良いが、紫外線吸収剤
、光安定剤については含まないことが好ましい。
【００８５】
　また、光拡散部と光透過部との界面において光を拡散反射させ易くするという観点から
は、光拡散部は光透過部との界面をマット面としてもよい。
【００８６】
（ｉｖ）光制御部
　光制御部の縦断面形状としては、三角形、正方形、長方形、台形状、少なくとも一方の
側面の斜辺が２本以上の直線または曲線にて構成されるテーパー形状、四辺が曲線である
形状等が挙げられる。また、溝部の形状に応じて上記光制御部の角部が曲率を有していて
もよく、さらに上記縦断面形状を成す側面の辺は直線であってもよく曲線であってもよい
。なお、図４は光制御部の縦断面形状の一例を示す概略断面図であり、図４（ａ）は台形
状、図４（ｂ）は両側面の斜辺が２本の直線にて構成されるテーパー形状、図４（ｃ）は
角に曲率を有する三角形の形状から成る光制御部の例をそれぞれ示すものである。
【００８７】
　光制御部の平面視上における形状としては、特に限定されるものではなく、例えば、直
線状であってもよく、曲線等の形状であってもよい。さらに、平面視上における光制御部
の配置は、並列配置であってもよく、平行に並んで配置されていてもよく、他方向にラン
ダムに配置されていてもよい。中でも図２（ａ）で示すように、光制御部が平面視上にお
いて直線状に平行に配置されることが好ましい。
【００８８】
　光制御部の高さとしては、１０μｍ～３００μｍの範囲内であることが好ましく、中で
も２５μｍ～２５０μｍの範囲内であることが好ましく、特に５０μｍ～２００μｍの範
囲内であることが好ましい。また、光制御部の高さは光透過部の厚さの３０％～１００％
未満の範囲内、中でも４０％～９７．５％の範囲内、特に５０％～９５％の範囲内である
ことが好ましい。光透過部の高さが上記範囲内にないと、本発明のウィンドウフィルムの
厚さが相対的に増し、屈曲性が劣る場合がある。なお、光制御部の高さとは、図２（ｂ）
においてＴ２で示される部分である。
【００８９】
　光制御部の幅としては、光制御部の種類に応じて適宜設定することができる。例えば、
光制御部が低屈折率部、熱線吸収部であるとき、その幅としては５μｍ～５０μｍの範囲
内、中でも７μｍ～４５μｍの範囲内、特に１０μｍ～４０μｍの範囲内であることが好
ましい。光制御部の幅が上記範囲よりも大きいと、ウィンドウフィルム全体として可視光
線が透過しにくくなる場合があり、一方、上記範囲よりも小さいと、光制御部が所望の高
さを有さない場合や、所望の光反射機能や熱線吸収機能を果たせない場合がある。
　また、光制御部が光拡散部であるとき、その幅としては、５μｍ～１５０μｍの範囲内
であることが好ましい。光拡散部の幅が上記範囲よりも大きいと、光の散乱効果を得るこ
とが難くなる場合がある。なお、光制御部の幅とは、光制御部の縦断面形状において最も
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広幅の部分をいい、例えば図２（ｂ）においてＷで示される部分である。
【００９０】
　光制御部の長さとしては、所望のウィンドウフィルムの大きさに応じて適宜選択される
ものである。なお、光制御部の長さとは、平面視上において長尺方向の長さをいう。
【００９１】
　光制御部のピッチ幅としては、光制御部の種類に応じて適宜設定することができる。
　例えば、光制御部が低屈折率部、熱線吸収部であるとき、そのピッチ幅は１５μｍ～２
００μｍの範囲内、中でも２０μｍ～１５０μｍの範囲内、特に２５μｍ～１００μｍの
範囲内であることが好ましい。ピッチ幅が上記範囲よりも大きいと、入射角度の大きい外
光が光制御部に入射しにくくなり、光制御部による機能が十分に果たされない場合があり
、一方、上記範囲よりも小さいと、光透過部において可視光線が透過しにくくなる場合が
あるからである。
　また、光制御部が光拡散部であるとき、そのピッチ幅は１０μｍ～２００μｍの範囲内
であることが好ましい。ピッチ幅が上記範囲よりも小さいと、光拡散による採光量の増加
が図れない場合がある。
　なお、光制御部のピッチ幅とは、隣り合う光制御部の中心間距離をいい、例えば図２（
ｂ）においてＰで示される部分である。
【００９２】
（ｃ）ルーバー型光制御層
　ルーバー型光制御層の光制御部を含む表面は、平坦であってもよく凹凸を有してもよく
、光制御層の機能に応じて適宜選択することができる。例えば、高い視認性が求められる
ウィンドウフィルムの場合は、当該表面が平坦であることが好ましく、平均表面粗さ（Ｒ
ａ）として０．１ｎｍ～１００ｎｍの範囲内、中でも０．１ｎｍ～２０ｎｍの範囲内、特
に０．１ｎｍ～１０ｎｍの範囲内であることが好ましい。
　当該表面が凹凸を有する場合、外光の入射面または出射面が平坦である領域と凹部状ま
たは凸部状である領域とで、それぞれの入射面または出射面における光の拡散に偏りが生
じる。このため、出射光の量に偏りが生じて光の回折現象および干渉現象が誘発されるこ
とにより、ウィンドウフィルム上に多重像が発現し、視認性が低下する場合がある。
　なお、上記平均表面粗さ（Ｒａ）は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１　２００１の規定に従い２３
℃の測定環境下で測定し、粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけを抜き取り、抜
き取り部分の平均線の方向にＸ軸を、縦倍率の方向にＹ軸を取り、粗さ曲線をｙ＝ｆ（ｘ
）で表したときに、以下の式（１）によって算出される値とした。
【００９３】
【数１】

【００９４】
　また、ルーバー型光制御層の光制御部を含む表面には、平坦化層、散乱層等を有してい
てもよい。光の回折現象や干渉現象の発生を抑制し、多重像の発現によるウィンドウフィ
ルムの視認性の低下を防止できるからである。また、空気室のコントロールを目的として
光触媒層を有していてもよい。
【００９５】
　本発明のウィンドウフィルムにおけるルーバー型光制御層の配置態様としては、光制御
部を含む光制御層の表面を第２接着層との貼合面としてもよく、上記表面と対向する表面
（光制御部を含まない光制御層の表面）を第２接着層との貼合面としてもよい。なお、図
３で示したウィンドウフィルムにおけるルーバー型光制御層の配置態様は、光制御部を含
む光制御層の表面を第２接着層との貼合面とした態様を示したものである。
【００９６】
　ルーバー型光制御層の形成方法としては、表面に所望の形状の溝部を複数本有する光透
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過部を形成し、上記溝部に光制御部を形成することができる方法であれば、特に限定され
ない。
　光透過部の形成方法としては、特に限定されるものではなく、例えば、光透過部の材料
を含む光透過部形成用組成物を基材上に塗布した後、凸部を有する賦形版を押圧した状態
で架橋硬化させて形成することができる。このとき用いられる賦形版は、表面上に複数本
の凸部を有するものであり、上記凸部の反転形状およびその寸法等は、通常、溝部の形状
および寸法等に相当する。
【００９７】
　光透過部形成用組成物の塗布方法としては、均一の膜厚で塗布することが可能な方法で
あれば特に限定されるものではなく、例えば、スピンコート法、ダイコート法、ディップ
コート法、バーコート法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などを用いることができる
。
　光透過部形成用組成物の硬化方法としては、電離放射線の照射による硬化が好ましく、
中でも実用的である点から紫外線、電子線を用いることが好ましい。硬化条件等について
は、光透過部の材料に応じて適宜設定することができる。
【００９８】
　また、光制御部の形成方法としては、特に限定されるものではなく、例えば光制御部の
材料を含む光制御部形成用組成物を塗布し、光透過部の溝部に充填して硬化させる方法を
用いることができる。
【００９９】
　光制御部形成用組成物の塗布方法としては、少なくとも溝部内に十分に充填させること
が可能な方法であれば、特に限定されるものではなく、ワイピング法、コーティング法、
ドライラミネート法、押出しラミネート法等を用いることができる。また、光制御部形成
用組成物を塗布する際に、溝部から光透過部の表面に流れ出た過剰量の光制御部形成用組
成物を、スキージ等を用いて摺り切りを行い除去してもよい。
　上記光制御部形成用組成物の硬化方法としては、紫外線、電子線等の電離放射線の照射
による硬化が好ましく、硬化条件等については、材料および電離放射線の種類に応じて適
宜設定することができる。
【０１００】
（２）その他の光制御層
　その他の光制御層としては、例えば、プリズム型光制御層等を用いることができる。プ
リズム型光制御層とは、外光を偏光、反射して室内側への光の入射方向を制御する機能を
有するものである。例えば図５で示すように、プリズム型光制御層４Ｂは台形断面を有す
る単位プリズム３１を複数備えた構造を有するものであり、単位プリズム３１の偏光面３
１ａにおいて外光を全反射して所望の偏光を生じさせることにより、外光が室内へ入射す
る際の入射方向を制御することができる。
　なお、隣り合う単位プリズム間（図５中の３２で示される部分）は、空気が充填されて
いてもよく、単位プリズムと屈曲率の異なる材料が充填されていてもよい。
【０１０１】
　単位プリズムの材料については、「（１）ルーバー型光制御層」の項で説明した光透過
部の材料と同様とすることができる。
　また、単位プリズムの構造等の詳細については、例えば、特開２０１３－１５５５６９
号公報に記載される単位プリズムの詳細と同様とすることができる。
【０１０２】
　プリズム型光制御層の膜厚としては、１０μｍ以上２００μｍ以下であることが好まし
い。膜厚が上記範囲よりも小さいと、光学的な性能が不十分となる場合や、プリズム型光
制御層の加工が微細となり精度が低下する場合があり、上記範囲より大きいとプリズム型
光制御層を成型する際に金型からの剥離が困難となる場合がある。
【０１０３】
５．基材
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　本発明のウィンドウフィルムは、基材を有していてもよい。上記基材は、通常、光制御
層の表面のうち、第２接着層が設けられた面と反対側の面に有するものである。
【０１０４】
　上記基材としては、光透過性を有し、視認性に悪影響を与えないものであれば特に限定
されず、例えば透明性を有する樹脂からなるシート、フィルム等を用いることができ、中
でもフィルムが好ましい。
【０１０５】
　基材に用いられる樹脂としては、透明性を有し、光制御層等を支持可能な強度を有する
ものであればよい。例えばポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエステ
ル、ポリウレタン、ポリビニルアルコール、ポリカーボネート、塩化ビニル、フッ素樹脂
、ゴム等を用いることができる。中でも透明性および強度の点から、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリカーボネートが好ましい。また、基材は酸化防止剤、紫外線吸収剤等を含
んでいてもよい。
【０１０６】
　基材は、必要に応じて片面または両面に表面処理等を行っていてもよい。表面処理とし
ては、コロナ放電処理、クロム酸処理（湿式）、火炎処理、熱風処理、オゾン紫外線照射
処理等の酸化法による表面処理、サンドブラスト法、溶剤処理法等の凹凸化法による表面
処理、化学的表面処理等が挙げられる。
【０１０７】
　基材の膜厚としては、用途に応じて適宜設定が可能であるが、通常５μｍ～２００μｍ
の範囲内、中でも１０μｍ～１５０μｍの範囲内であることが好ましい。基材の膜厚が上
記範囲よりも小さいと、カール、シワ等が入りやすく、ウィンドウフィルムの強度が得ら
れない場合がある。
【０１０８】
６．剥離層
　本発明のウィンドウフィルムは、第１接着層上に剥離層を有することが好ましい。剥離
層を有することにより、窓ガラス等の被着体にウィンドウフィルムを貼合するまでの第１
接着層への埃等の付着を防止し、汚れによる上記ウィンドウフィルムの視認性の低下を防
ぐことができる。また、ロール状に巻き取ったウィンドウフィルムを巻き出す際に、第１
接着層の表面が荒れて、巻き出し不良が発生するのを防止できるからである。
【０１０９】
　剥離層の材料としては、一般に使用されているものであれば特に限定されない。例えば
ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系およびメタアクリル
系樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、セルロース樹脂、シリコン樹脂、塩化ゴム、カゼイン、各
種界面活性剤、金属酸化物等が挙げられる。これらの材料は単独または２種以上混合した
ものであってもよい。
【０１１０】
７．オーバーコート層
　本発明のウィンドウフィルムは、第２接着層と光制御層との密着性の向上および外観向
上の観点から、第２接着層と光制御層との間にオーバーコート層を有していてもよい。
【０１１１】
　オーバーコート層の材料としては、電離放射線硬化性樹脂を用いることが好ましく、重
合性オリゴマーないしはプレポリマーの中から適宜選択して用いることができる。中でも
、多官能の重合性オリゴマーないしはプレポリマーを用いることが好ましい。重合性オリ
ゴマーないしはプレポリマーとしては、分子中にラジカル重合性不飽和基を持つオリゴマ
ーやプレポリマー、例えば、エポキシ（メタ）アクリレート系、ウレタン（メタ）アクリ
レート系やポリエーテル系ウレタン（メタ）アクリレートやカプロラクトン系ウレタン（
メタ）アクリレート、ポリエステル（メタ）アクリレート系、ポリエーテル（メタ）アク
リレート系のオリゴマーやプレポリマー等が挙げられ、特に、多官能性のウレタン（メタ
）アクリレート系が、耐候性とハードコート性を両立させる点で好ましく、分子量として
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は、１０００～５０００程度のものが好ましい。
　なお、ここでの（メタ）アクリレートとは、アクリレートまたはメタクリレートを指す
。
【０１１２】
　上記電離放射線硬化性樹脂には、上記の多官能性の重合性オリゴマーの他に、カプロラ
クトン系ポリオールと有機イソシアネートとヒドロキシアクリレートとの反応により得ら
れるカプロラクトン系ウレタン（メタ）アクリレートや、ポリブタジエンオリゴマーの側
鎖に（メタ）アクリレート基をもつ疎水性の高いポリブタジエン（メタ）アクリレート等
のような高分子ウレタン（メタ）アクリレートを併用することができる。オーバーコート
層の耐候性を向上することができるからである。中でも、カプロラクトン系の材料を併用
することが好ましい。
【０１１３】
　また、オーバーコート層の材料として多官能性のウレタン（メタ）アクリレートを用い
る場合、その粘度を調整する等の目的で、メチル（メタ）アクリレート等の単官能性（メ
タ）アクリレートのような希釈剤を併用することができる。上記単官能性（メタ）アクリ
レートは１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよく、低分子量
の多官能性（メタ）アクリレートを併用してもよい。また、希釈剤としては、上記のモノ
マーを用いて、塗布性を確保することもできる。
【０１１４】
　オーバーコート層は、紫外線吸収剤や光安定剤、シリケート化合物等を含んでいてもよ
い。紫外線吸収剤および光安定剤の詳細については、「１．第１接着層」の項で説明した
ものと同様である。
【０１１５】
　オーバーコート層の厚さとしては、０μｍ～４０μｍの範囲内、中でも０μｍ～２０μ
ｍの範囲内、特に０μｍ～１０μｍの範囲内であることが好ましい。
【０１１６】
　オーバーコート層の形成方法としては、例えば、上述した材料を所望の溶剤で希釈した
塗布液を調製し、上記塗布液を光制御層、または基材上に塗布して形成することができる
。
　塗布方法としては、例えばアプリケーターコート、ビヤバーコート、ワイヤバーコート
、グラビアコーター、ダイコーター等を用いることができる。
【０１１７】
８．他の任意の層
　本発明のウィンドウフィルムは、光制御層の表面のうち、第２接着層との貼合面と対向
する他の表面上に耐傷層、自浄性層等を有していても良い。光制御層の上記他の表面と基
材とが貼合されている場合は、耐傷層、自浄性層は上記基材を介して光制御層の上記他の
表面上に配置される。中でも耐傷層を有することが好ましい。
　耐傷層、自浄性層の詳細については、上述したオーバーコート層と同様とすることがで
きる。
【０１１８】
９．ウィンドウフィルム
　本発明のウィンドウフィルムの可視光線透過率としては、外光の入射角度が０°のとき
の可視光線透過率が６５％以上であることが好ましく、中でも７０％以上、より好ましく
は８５％以上が好ましい。外光の入射角度が０°のとき可視光線透過率を上記範囲内とす
ることにより、外観等を明瞭に観察することができる。また、室内等に取り込まれる可視
光線の量も増えるため、外光を利用して室内の照度を確保することもできる。ここでいう
外光の入射角度とは、図３中で示す角度θをいう。
　なお、上記可視光線透過率は、赤外可視紫外分光光度計（（株）島津製作所社製　ＵＶ
３１００ＰＣ）を使用し、ＪＩＳ　Ａ５７５９－２００８に従い３８０ｎｍ～７８０ｎｍ
の波長域における分光透過率測定し、同規格に規定される算出式により算出したものであ
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る。
【０１１９】
　本発明のウィンドウフィルムの使用態様としては、第１接着層およびバリア層が、光制
御層よりも外光の光源側に配置されることが好ましい。本発明の効果がより発揮されるか
らである。このことから、本発明のウィンドウフィルムは主に室内用として用いられる。
【０１２０】
１０．製造方法
　本発明のウィンドウフィルムの製造方法としては、所望の層構成を形成可能な方法であ
れば特に限定されない。例えば、光制御層上に、第２接着層の材料を含む第２接着層形成
用塗布液を塗布し、乾燥して第２接着層を形成し、上記第２接着層上にバリア層をラミネ
ートした後に、第１接着層形成用塗布液を塗布し、乾燥して第１接着層を形成する方法等
がある。各層の形成方法については、上述した各層の説明をした項で述べた方法を用いる
ことができる。
【０１２１】
１１．用途
　本発明のウィンドウフィルムは、例えば、ビル、家屋、電車、車、バス等の車両、飛行
機、船舶等の窓ガラス、開口部等に貼り付けて使用することができる。
【０１２２】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１２３】
　以下に実施例および比較例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。
【０１２４】
１．熱線吸収部を有するウィンドウフィルム
　以下の方法により、光制御部として熱線吸収部を有するウィンドウフィルムを得た。
【０１２５】
［実施例１］
（光制御層の形成）
　以下の方法により光制御層を形成した。
【０１２６】
（１）光透過部および溝部の形成
　連続帯状の透明２軸延伸ＰＥＴフィルム（厚さ１００μｍ）の一方の表面に、下記の組
成から成る液状の光透過部形成用組成物Ａを硬化後の膜厚が２００μｍとなるように塗布
した。
【０１２７】
<光透過部形成用組成物Ａ>
・ＥＯ変性ビスフェノールＡジアクリレート（製品名：ＦＡ－３２４Ａ、日立化成株式会
社製）　…　１００質量部
・ベンゾフェノン系光開始剤（光重合開始剤、製品名：イルガキュア１８４、チバスペシ
ャリティケミカルズ社製）　…　１質量部
【０１２８】
　表面の面方向に沿って円周方向に直線状に連なり、その主切断面が、高さ１５０μｍ、
版表面側の幅が２０μｍ、版から遠い側の幅が２０μｍの長方形となる凸部を、９０μｍ
周期で複数が互いに平行に配列した凸状群（吸収部群と同形状且つ逆凹凸）が形成された
ロール金型を準備した。
　上記ロール金型とＰＥＴフィルムとの間に光透過部形成用組成物Ａが挟まれた状態で、
水銀灯を用いて紫外線照射を行い、光透過部形成用組成物Ａを架橋硬化させた後、ロール
金型を剥離して溝部を表面に有する光透過部をＰＥＴフィルムの片面上に形成した。
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　溝部の形状は、上述のロール金型の凸状群の反転形状、すなわち、縦断面形状が長方形
の凹状群を有した。
【０１２９】
（２）光制御部の形成
　次に、溝部内に光制御部としての熱線吸収部を形成した。まず、下記組成からなる液状
の熱線吸収部形成用組成物を調製し、これを上記光透過部の溝部を含む表面に塗布後、鉄
製ドクターブレードでスキージして溝部内にのみ充填させた後、水銀灯を用いて紫外線照
射を行い、熱線吸収部形成用組成物を架橋硬化させて熱線吸収部を形成し、ルーバー型光
制御層を得た。
【０１３０】
＜熱線吸収部形成用組成物＞
・ウレタンアクリレート（ダイセルサイテック社製）およびジペンタエリスリトールアク
リレートオリゴマー（新中村化学社製）の混合液からなる透明アクリル系紫外線硬化性プ
レポリマー（バインダ樹脂）　…　１００質量部
・ＡＴＯナノ粒子（平均粒子径１００ｎｍ）　…　４．５質量部
・ＬａＢ　…　０．６質量部
・１－ヒドロキシ－シクロへキシル－フェニル－ケトン（光重合開始剤、製品名：イルガ
キュア１８４、ＢＡＳＦ社製）　…　１質量部
【０１３１】
（オーバーコート層の形成）
　ルーバー型光制御層の熱線吸収部を含む表面に生じた２μｍ程度の凹部を埋めるように
して、上述の光透過部形成用樹脂組成物Ａを塗布し、紫外線照射により硬化せしめて平滑
なオーバーコート層（Ｒａ＝０．１２ｎｍ）を形成した。
【０１３２】
（第２接着層の形成）
　アクリル共重合体Ｂ（製品名：ＳＫダイン１４２９ＤＴ、固形分３０％、綜研化学社製
）１００質量部に対して、アルミキレート架橋剤（製品名：ＡＤ－５Ａ、綜研化学社製）
１０質量部（固形分量で３質量部）を添加し、スクライバーにて５０ｒｐｍで１０分間撹
拌して第２接着層形成用塗布液Ａを得た。その後、アプリケーターを用いて光制御層のオ
ーバーコート層を有する表面に乾燥前膜厚が８３μｍとなるように第２接着層形成用塗布
液Ａを塗布し、８０℃、２分間にて乾燥し、乾燥後の膜厚が２５μｍの第２接着層を形成
した。
　第２接着層の接着力は２５Ｎ／２５ｍｍであった。なお、接着力は上述した「１．第1
接着層」の項で説明した測定方法で測定した。以下の実施例、比較例についても同様とす
る。
【０１３３】
（バリア層の形成）
　第２接着層上に、バリア層としてＰＥＴフィルム（製品名：コスモシャインＡ４３００
、膜厚１６μｍ、東洋紡績製）をラミネートした。
【０１３４】
（第１接着層の形成）
　アクリル共重合体Ａ（製品名：ＯＣ３４４７、固形分３０％、サイデン化学社製）１０
０質量部に対して、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ａ（製品名：バイオソーブ５２０
、共同薬品社製）４質量部（固形分量で１．１８質量部）をスクライバーにて５０ｒｐｍ
で３０分間撹拌して溶解した。さらに、イソシアネートＸＤＩ系（アダクト体）硬化剤（
製品名：Ｋ－３４１、固形分７５％、サイデン化学社製）０．１５質量部（固形分量で０
．１５質量部）を添加して１０分間撹拌し、第１接着層形成用塗布液Ａを得た。
　次に、アプリケーターを用いてバリア層の表面に乾燥前膜厚が８３μｍとなるように第
１接着層形成用塗布液Ａを塗布し、８０℃、２分間にて乾燥して、乾燥後の膜厚が２５μ
ｍの第１接着層を形成した。第１接着層の接着力は１０Ｎ／２５ｍｍであった。なお、接
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着力は上述した「１．第1接着層」の項で説明した測定方法で測定した。
　その後、第１接着層上にシリコン転写性の小さい軽剥離セパレーターフィルム（製品名
：Ｐ３８１０３１、膜厚３８μｍ、リンテック社製）をラミネートし、４０℃で５日間エ
ージングを行い、ウィンドウフィルムを得た。
【０１３５】
［実施例２］
　紫外線吸収剤を、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｂ（製品名：Ｔｉｎｕｖｉｎ３８
４－２、ＢＡＳＦ社製）に替えた第１接着層形成用塗布液Ｂを用いて第１接着層を形成し
たこと以外は、実施例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は
１０Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１３６】
［実施例３］
　紫外線吸収剤を、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ（製品名：Ｔｉｎｕｖｉｎ９２
８、ＢＡＳＦ社製）に替えた第１接着層形成用塗布液Ｃを用いて第１接着層を形成したこ
と以外は、実施例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１０
Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１３７】
［実施例４］
　バリア層として膜厚２３μｍのＰＥＴフィルムを用いたこと以外は、実施例１と同様に
してウィンドウフィルムを得た。
【０１３８】
［実施例５］
　下記組成の第２接着層形成用塗布液Ｂを用いて第２接着層を形成したこと以外は、実施
例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。なお、第２接着層形成用塗布液Ｂの調製方
法は、第２接着層形成用塗布液Ａと同様の方法で行った。第２接着層の接着力は２５Ｎ／
２５ｍｍであった。
＜第２接着層形成用塗布液Ｂ＞
・アクリル共重合体Ｃ（製品名：ＳＫダイン２０９４ＤＴ、固形分２５％、綜研化学社製
）　…　１００質量部
・エポキシ硬化剤（製品名：Ｅ－５ＸＭ、固形分５％、綜研化学社製）　…　０．２７質
量部（固形分量で０．０５４質量部）
【０１３９】
［実施例６］
　下記組成の第１接着層形成用塗布液Ｄを用いて第１接着層を形成したこと以外は、実施
例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。なお、第１接着層形成用塗布液Ｄの調製方
法は、第１接着層形成用塗布液Ａと同様の方法で行った。第１接着層の接着力は１５Ｎ／
２５ｍｍであった。
＜第１接着層形成用塗布液Ｄ＞
・アクリル共重合体Ｄ（製品名：ＯＣ３９４９、固形分２０．５％、サイデン化学社製）
　…　１００質量部
・イソシアネートＸＤＩ系（アダクト体）硬化剤（製品名：Ｋ－１３０、固形分７５％、
サイデン化学社製）　…　０．１５質量部（固形分量で３質量部）
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ａ　…　４質量部
【０１４０】
［実施例７］
　下記組成の第１接着層形成用塗布液Ｅを用いて第１接着層を形成したこと以外は、実施
例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。なお、第１接着層形成用塗布液Ｅの調製方
法は、第１接着層形成用塗布液Ａと同様の方法で行った。第１接着層の接着力は１６Ｎ／
２５ｍｍであった。
＜第１接着層形成用塗布液Ｅ＞
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・アクリル共重合体Ｅ（製品名：ＳＫダイン１４３５ＤＴ、固形分３０％、綜研化学社製
）　…　１００質量部
・イソシアネート系（ＸＤＩ系）硬化剤（製品名：ＴＤ－７５、固形分７５％、綜研化学
社製）　…　１．３質量部（固形分量で１０質量部）
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ａ　…　４質量部
【０１４１】
［実施例８］
　下記組成の第２接着層形成用塗布液Ｃを用いて第２接着層を形成したこと以外は、実施
例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。なお、第２接着層形成用塗布液Ｃの調製方
法は、第２接着層形成用塗布液Ａと同様の方法で行った。第２接着層の接着力は２５Ｎ／
２５ｍｍであった。
＜第２接着層形成用塗布液Ｃ＞
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネート系（ＴＤＩ系）硬化剤（製品名：Ｍ－５ＡＤＴ、固形分５％、綜研化学
社製）　…　３質量部（固形分量で１０質量部）
【０１４２】
［比較例１］
　上記組成の第１接着層形成用塗布液Ａを用いて第２接着層を形成し、バリア層および第
１接着層を設けなかったこと以外は、実施例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。
第２接着層の接着力は１０Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１４３】
［比較例２］
　下記組成の第２接着層形成用塗布液Ｄを用いて第２接着層を形成し、バリア層および第
１接着層を設けなかったこと以外は、実施例１と同様にしてウィンドウフィルムを得た。
なお、第２接着層形成用塗布液Ｄの調製方法は、第２接着層形成用塗布液Ａと同様の方法
で行った。第２接着層の接着力は２５Ｎ／２５ｍｍであった。
＜第２接着層形成用塗布液Ｄ＞
・アクリル共重合体Ｃ（製品名：ＳＫダイン２０９４、固形分３０％、綜研化学社製）　
…　１００質量部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ａ　…　４質量部（固形分量で１．１８質量部）
【０１４４】
［評価１］
（耐紫外線劣化性試験）
　実施例１～８および比較例１～２の各ウィンドウフィルムを、縦１００ｍｍ、横１００
ｍｍ、厚さ２．８ｍｍのガラス（東京特殊硝子製）と貼合して試験片を作製した。各試験
片について以下の手順で耐紫外線劣化試験を行い、劣化後の外観評価および保持力評価を
行った。
　耐紫外線劣化性試験は、超促進耐紫外線劣化性試験機（岩崎電気株式会社製、商品名：
アイスーパーＵＶテスター、型番：ＳＵＶ－Ｗ２３）を用いて、下記の（Ａ）、（Ｂ）、
（Ｃ）を１サイクルとして４２サイクル繰り返した。
　（Ａ）温度６３℃、湿度５０％ＲＨの雰囲気下で、照度６０ｍＷ／ｃｍ２、ピーク波長
３６５ｎｍの紫外線を２０時間照射する。
　（Ｂ）シャワーによる散水処理を３０秒間行う。
　（Ｃ）温度６３℃、湿度９８％ＲＨの雰囲気下で、紫外線照射は行わずに４時間保持す
る。
【０１４５】
＜外観評価＞
　耐紫外線劣化性試験後の各試験片について色差測定を行った。測定は分光光度計（（株
）島津製作所製、型番：ＵＶ－３１００ＰＣ）を用い、ＪＩＳ　Ｋ　７１０５に準拠して
透過法によりΔＥ＊ａｂ値を測定した。なお、ΔＥ＊ａｂ値は、ＣＩＥ１９７６規格の（
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Ｌ＊，ａ＊，ｂ＊）空間表色系による色差公式（ΔＥ＊ａｂ＝｛（ΔＬ＊）２＋（Δａ＊

）２＋（Δｂ＊）２｝１／２）から求められる値である。ΔＥ＊ａｂ値が３未満のものを
○、３以上のものを×とした。ΔＥ＊ａｂ値が３未満のものは黄変が確認されず良好な耐
候性を示しており、ΔＥ＊ａｂ値が３以上のものは実用上問題となるレベルの黄変が視認
された。
【０１４６】
＜保持力評価＞
　耐紫外線劣化性試験後の各試験片について、テンシロン（製品名：ＲＴＧ－１２０５、
（株）エー・アンド・ディ製）を用い、ＪＩＳ　Ａ　５７５９に準拠して最大加重容量０
．５ｋＮのヘッドを用いて保持力の測定を行った。保持力が４Ｎ以上のものを○、４Ｎ未
満のものを×とした。保持力が４Ｎ未満の試験片では、耐紫外線劣化性試験により軽剥離
となった。
【０１４７】
　実施例１～８および比較例１～２のウィンドウフィルムについての外観評価および保持
力評価の結果を表１に示す。
【０１４８】
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【表１】

【０１４９】
　表１の結果から、バリア層を有する実施例１～８については、第１接着層の組成を問わ
ず、耐紫外線劣化性試験後においてもその外観および保持力が良好であったのに対し、バ
リア層を有さない比較例１～２については、同試験後において黄変や保持力の低下が確認
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された。これは、比較例における第２接着層に含まれる耐候剤がブリードアウトすること
により、第２接着層の劣化が生じたものと推量される。
　上記結果から、第１接着層と光制御層との間にバリア層を介することにより、耐候性お
よび耐久性に優れたウィンドウフィルムが得られることが示された。
【０１５０】
［実施例９］
（光制御層の形成）
　表面の面方向に沿って円周方向に直線状に連なり、その主切断面が、高さ１５０μｍ、
版表面側の幅が２８μｍ、版から遠い側（頂部の面幅）が２４μｍの長方形となる凸部を
、７８μｍ周期で複数が互いに平行に配列した凸状群（吸収部群と同形状且つ逆凹凸）が
形成されたロール金型を用いたこと以外は、実施例１と同様にして光制御層を形成した。
【０１５１】
（第２接着層の形成）
　以下の組成材料を１０分間撹拌して第２接着層形成用塗布液Ｅを調整した。その後、光
制御層の熱線吸収部を含む表面に濡れ膜厚８３μｍとなるように、アプリケーターを用い
て第２接着層形成用塗布液Ｅを塗布し、８０℃２分間にて乾燥し、乾燥後膜厚２５μｍの
第２接着層を作製した。第２接着層の接着力は２５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第２接着層形成用塗布液Ｅの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部（固形分比）
【０１５２】
（バリア層の形成）
　第２接着層上に、バリア層としてＰＥＴフィルム（製品名：ルミラーＴ６０、膜厚１６
μｍ、東レ製）をラミネートした。
【０１５３】
（第１接着層の形成）
　下記組成の第１接着層形成用塗布液Ｆを用いたこと以外は、実施例１と同様にして第１
接着層を形成し、ウィンドウフィルムを得た。なお、第１接着層形成用塗布液Ｆは、以下
の組成材料を１０分間撹拌して調整した。バリア層上に、第１接着層の接着力は１５Ｎ／
２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｆの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部（固形分比）
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部（固形分量で１．１８質量部）
・ヒンダードアミン系光安定剤Ａ（製品名：チヌビン１５２　Ｎ－ＯＲタイプ、ＢＡＳＦ
社製）　…　２．５質量部
【０１５４】
［実施例１０］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｇを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｇの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｂ　…　４質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ａ　…　２．５質量部
【０１５５】
［実施例１１］
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　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｈを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｈの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＸＤＩ系硬化剤（製品名：ＴＤ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質
量部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ａ　…　２．５質量部
【０１５６】
［実施例１２］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｉを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｉの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＴＤＩ系硬化剤（製品名：Ｌ－４５Ｅ、綜研化学社製）　…　０．５質
量部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ａ　…　２．５質量部
【０１５７】
［実施例１３］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｊを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｊの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　4質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ｂ（製品名：チヌビン２９２　Ｎ－ＣＨ３タイプ、ＢＡＳ
Ｆ社製）　…　２．５質量部
【０１５８】
［実施例１４］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｋを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｋの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ｃ（製品名：チヌビン１２３　Ｎ－ＯＲタイプ、ＢＡＳＦ
社製）　…　２．５質量部
【０１５９】
［実施例１５］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｌを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｌの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ｄ（製品名：チヌビン１４４　Ｎ－ＣＨ３タイプ、ＢＡＳ
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Ｆ社製）　…　２．５質量部
【０１６０】
［実施例１６］
　バリア層として、ＰＥＴフィルム（製品名：ルミラーＴ６０、膜厚２５μｍ、東レ製）
を用いたこと以外は、実施例９と同様にしてウィンドウフィルムを得た。
【０１６１】
［実施例１７］
　バリア層として、ＰＥＴフィルム（製品名：ルミラーＴ６０、膜厚５０μｍ、東レ製）
を用いたこと以外は、実施例９と同様にしてウィンドウフィルムを得た。
【０１６２】
［実施例１８］
　バリア層として、ＰＥＴフィルム（製品名：コスモシャイン　Ａ４３００、膜厚５０μ
ｍ、東洋紡社製）を用いたこと以外は、実施例９と同様にしてウィンドウフィルムを得た
。
【０１６３】
［実施例１９］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｍを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１０Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｍの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部
・ヒンダードアミン系光安定剤Ｄ　…　２．５質量部
・酸化防止剤Ａ（製品名：ＩＲＧＡＮＯＸ １０３５、チバスペシャリティケミカルズ社
製）　…　３質量部
【０１６４】
［実施例２０］
　以下の組成からなる第１接着層形成用塗布液Ｎを用いたこと以外は、実施例９と同様に
してウィンドウフィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第１接着層形成用塗布液Ｎの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
・ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Ｃ　…　４質量部
【０１６５】
［比較例３］
　第１接着層形成用塗布液Ｎを用いて、光制御層上に第２接着層を形成し、バリア層およ
び第１接着層を設けなかったこと以外は、実施例９と同様にしてウィンドウフィルムを得
た。第２接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１６６】
［比較例４］
　以下の組成からなる第２接着層形成用塗布液Ｆを用いて、光制御層上に第２接着層を形
成し、バリア層および第１接着層を設けなかったこと以外は、実施例９と同様にしてウィ
ンドウフィルムを得た。第２接着層の接着力は２５Ｎ／２５ｍｍであった。
（第２接着層形成用塗布液Ｆの組成）
・アクリル共重合体Ｂ　…　１００質量部
・イソシアネートＨＤＩ系硬化剤（製品名：Ｙ－７５、綜研化学社製）　…　０．５質量
部
【０１６７】
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２．低屈折率部を有するウィンドウフィルム
　以下の方法により、光制御部として低屈折率部を有するウィンドウフィルムを得た。
【０１６８】
［実施例２１］
（光制御層の形成）
　連続帯状の透明２軸延伸ＰＥＴフィルム（厚さ１００μｍ）の一方の表面に、下記の組
成から成る液状の光透過部形成用組成物Ｂを硬化後の膜厚が２００μｍとなるように塗布
した。
【０１６９】
<光透過部形成用組成物Ｂ>
・ＥＯ変性ビスフェノールＡジアクリレート（製品名：ＦＡ－３２４Ａ、日立化成株式会
社製）　…　８０質量部
・フェノキシポリエチレングリコールアクリレート（製品名：ＡＭＰ－２０ＧＹ、新中村
化学社製）　…　６質量部
・カルドポリマーエポキシアクリレート（製品名：ＯＧＳＯＬ　ＥＡ－０３００、大阪ガ
スケミカル社製）　…　１０質量部
・ベンゾフェノン系光重合開始剤（製品名：イルガキュア１８４、チバスペシャリティケ
ミカルズ社製）　…　４質量部
【０１７０】
　実施例９で用いたロール金型を用い、上記ロール金型とＰＥＴフィルムとの間に光透過
部形成用組成物Ｂの塗布層が挟まれた状態で、水銀灯を用いて紫外線照射を行い、光透過
部形成用組成物Ｂを架橋硬化させた後、ロール金型を剥離して溝部を表面に有する光透過
部をＰＥＴフィルムの片面上に形成した。溝部の形状は、上述のロール金型の凸状群の反
転形状に相当する形状であった。
【０１７１】
（２）光制御部の形成
　次に、溝部内に光制御部としての低屈折率部を形成した。まず、下記組成からなる液状
の低屈折率部形成用組成物を調製し、これを上記光透過部の溝部を含む表面に塗布後、鉄
製ドクターブレードでスキージして溝部内にのみ充填させた後、水銀灯を用いて紫外線照
射を行い、低屈折率部形成用組成物を架橋硬化させて低屈折率部を形成し、ルーバー型の
光制御層を得た。
＜低屈折率部形成用組成物＞
・透明アクリル系紫外線硬化性プレポリマー　…　１００質量部
・１－ヒドロキシ－シクロへキシル－フェニルケトン（光重合開始剤、商品名：イルガキ
ュア１８４、ＢＡＳＦ社製）　…　１質量部
【０１７２】
（第２接着層およびバリア層の形成）
　実施例９と同様にして第２接着層およびバリア層を形成した。
【０１７３】
（第１接着層の形成）
　第１接着層形成用塗布液Ｎを用いて第１接着層を形成した。
【０１７４】
　第１接着層上に、シリコン転写性の小さい軽剥離セパレーターフィルム（膜厚３８μｍ
）をラミネートし、４０℃で３日間エージングを行い、ウィンドウフィルムを得た。
【０１７５】
［実施例２２］
　第１接着層形成用塗布液Ｆを用いたこと以外は、実施例２１と同様にしてウィンドウフ
ィルムを得た。第１接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１７６】
［実施例２３］
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　第１接着層形成用塗布液Ｍを用いたこと以外は、実施例２１と同様にしてウィンドウフ
ィルムを得た。第１接着層の接着力は１０Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１７７】
［比較例５］
　第１接着層形成用塗布液Ｎを用いて、光制御層上に第２接着層を形成し、バリア層およ
び第１接着層を設けなかったこと以外は、実施例２１と同様にしてウィンドウフィルムを
得た。第２接着層の接着力は１５Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１７８】
［比較例４］
　第２接着層形成用塗布液Ｆを用いて、光制御層上に第２接着層を形成し、バリア層およ
び第１接着層を設けなかったこと以外は、実施例２１と同様にしてウィンドウフィルムを
得た。第２接着層の接着力は２５Ｎ／２５ｍｍであった。
【０１７９】
［評価２］
（耐候性試験）
　実施例９～２３および比較例３～６の各ウィンドウフィルムについて耐紫外線劣化性試
験を行い、劣化後の外観評価および保持力評価を行った。
　耐紫外線劣化性試験は、評価１と同様の方法で行い、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）を１サイ
クルとして、５００時間、１０００時間（４２サイクル）、１５００時間に相当する回数
のサイクルを実施し、各時間後での試験片の外観評価を行った。また、１０００時間後の
試験片について保持力を測定した。外観評価および保持力の評価方法は、評価１と同様の
方法で行った。
【０１８０】
　耐紫外線劣化性試験１０００時間後の試験片の外観評価および保持力評価が共に○だっ
たものを総合評価で○とし、外観評価および保持力評価の一方でも×だったものを総合評
価で×とした。さらに、耐紫外線劣化性試験１５００時間後の試験片の外観評価が○だっ
たものを総合評価で◎とした。
　実施例９～２０および比較例３～４についての評価結果を表２に、実施例２１～２３お
よび比較例５～６についての評価結果を表３に示す。
【０１８１】
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【表２】

【０１８２】
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【表３】

【０１８３】
　表２および表３の結果から、光制御層における光制御部の種類を問わず、第１接着層に
耐候剤を含み、第１接着層および第２接着層間にバリア層を有する実施例９～２３のウィ
ンドウフィルムでは、耐紫外線劣化性試験を１０００時間行っても、外観および保持力が
良好であり、高い耐候性を示した。一方、バリア層を有さない比較例３～６のウィンドウ
フィルムでは、接着層に耐候剤を含んでいても、同試験を行うことで黄変や保持力の低下
が確認された。
　また、実施例９～１９および実施例２２～２３と、実施例２０～２１とを比較すると、
第１接着層に含有される耐候剤として、紫外線吸収剤と光酸化防止剤とを併用した実施例
９～１９および実施例２２～２３のウィンドウフィルムは、耐紫外線劣化性試験１５００
時間後であっても、外観が良好であることが確認された。このことから、耐候剤として紫
外線吸収剤と光酸化防止剤とを併用することにより、ウィンドウフィルムの耐候性を更に
向上させることが可能であることが示唆された。
【符号の説明】
【０１８４】
　１　…　第１接着層
　２　…　バリア層
　３　…　第２接着層
　４　…　光制御層
　１０　…　ウィンドウフィルム
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